
国保連合会・国保中央会の保険者支援について
～第３期データヘルス計画を中心に～

国民健康保険中央会

保健事業担当専門幹

三好ゆかり



国保連合会・国保中央会におけるデータヘルスの推進について

・保健事業を取巻く変化 ……… データヘルスの推進、連合会業務として都道府県と連携した医療費適正化の明確化等 （P.３参照）
・国保連合会･国保中央会のめざす方向2023 ……… 医療・保健・介護・福祉の総合専門機関として自治体への貢献等 （P. ４ 参照）

背景

（国保連合会の支援）
〇保健事業支援・評価委員会等の活用 （P.５参照）

・保健事業支援・評価委員会等の有識者による助言や研修の開催、個別支援等を実施。
・保険者負担の軽減を図りつつ、計画策定の支援を行う。

〇KDBシステムの活用 （P.６～8参照）
・都道府県と連携し、地域の健康課題分析に基づいた県単位の計画様式や標準指標の設定を検討を実施。
・KDBを活用することにより、簡易に抽出できるツールや分析フォーマット・ひな形の提供を行う。

（国保中央会の支援）
・国の方針に基づき、ヘルスサポート事業ガイドライン改訂及びKDBシステムを活用した共通指標や健康医療情報等の抽出方法

等をまとめ、国保連合会と一体的に情報提供、保険者の支援を行う。

保険者支援の概要

2

国保連合会・国保中央会において、これまでのデータヘルス計画の策定・評価の支援を通じて得られた実績や知見等を
踏まえ継続した支援を行うことにより、保険者の負担を軽減し円滑な計画策定・評価と一層の事業推進を支援する。

目的



【出典】
全国高齢者医療主管
課(部)長及び国民健
康保険主管課(部)長
並びに後期高齢者医
療広域連合事務局長
会議(令和５年3月)
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国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の概要
～事業の全体像～

○ 国保中央会では、国の第3期データヘルス計画策定の手引き改訂を踏まえ、データヘルス推進のさらなる対応のため「国保・後期高齢者
ヘルスサポート事業ガイドライン」を改訂し、事業の全体像を見直し支援・評価委員会の構成者や一体的実施、都道府県と連携した
データ分析等を追記し、第3期に向けたヘルスサポート事業の方向性を示した。

○ 国保連合会においては、本年度、保険者における第2期データヘルス計画最終評価及び第3期計画の策定支援を実施しているところ。

※下線部：変更箇所○都道府県国保ヘルスアップ支援事業の全て、市町村国保ヘルスアップ事業の一部及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
の一部については、保健事業支援・評価委員会等から評価を受けることが交付要件となっている。
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○ 国保データベース（KDB）システムは、国保連合会が各種業務を通じて管理する給付情報（健診・医療・介護）等
から「統計情報」を作成するとともに、保険者からの委託を受けて「個人の健康に関するデータ」を作成し、提供する。

統計情報や個人の健康に関す
るデータを画面表示または帳
票で出力可能（PDFまたは
CSV形式）

保険者等 国保中央会国保連合会

健診 医療 介護

各システムからデータを連携

ＫＤＢシステム

・ 処理結果データが格納されたファイルの復号化

・ 個人が特定できる情報の復号化

・ データベースへのデータの蓄積

・ 統計情報等の作成に必要なデータを取得

・ 個人が特定できる情報を暗号化

・ 取得データが格納されたファイルを暗号化

（突合・加工処理）

①突合処理
健診・医療・介護
データを個人単位で
紐付け

②集計処理
県別集計
同規模保険者集計
全国集計

国保組合

後期高齢者医療
広域連合

介護部門

国保部門

市町村

二重の
暗号化

暗
号
解
除

保
険
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

※個人識別情報は暗号化
したままデータ処理

（処理結果）

①統計情報
疾病別医療費分析、
健診・保健指導結果
総括表等

②個人の健康に関す
るデータ
個人別履歴
（健診結果、医療受診
状況、要介護認定
状況）等

医
療
保
険
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

衛生部門

都道府県

KDB活用マニュアル（令和5年4月版） 1-13ページ抜粋

KDBシステムの概要
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データヘルス計画の策定に向けたＫＤＢシステムの活用

○ データヘルス計画策定にあたり、KDBシステム活用に向けた参考として、「KDBシステム等を活用した共通評価指標例等の確認方法
について（国保）」を作成、本年４月に配布しています。 （ 完成版 ： 5/19中央会ホームページ掲載 ）

〇 各指標ごとに確認手順や留意事項を記載していますので、 KDBシステムの活用にあたって国の手引き、都道府県ごとの取り決め等
に則りながら、ご参照ください。

〇掲載内容
・共通様式例の健診医療情報の分析項目
・全ての都道府県で設定する指標
・地域の実情に応じて設定する指標

の確認方法､留意事項等。

〇活用の解説
・都道府県国保連合会より情報提供。

表 紙
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国保・後期高齢者ヘルスサポート事業
ガイドライン別添資料



ポイント 説明

健診・医療・介護デー
タの留意したい点

KDBシステムの処理年
月とは？

〇KDB処理年月は「連合会審査月+1か月」「診療年月+2か月」。
〇年次：6月処理（4月診療）～翌5月処理（翌3月診療）の12ヶ月分を集計したもの。

単月：毎月処理したデータを集計したもの。
累計：6月処理（4月診療）から当該処理月までを積上げ、集計したもの。（最小1カ月、最大：12カ月）

〇そのため、年度末5月処理以降でないと、12ヶ月のデータが全て揃っていないため、経年比較等のデータ活用分析等に
適していません。経年比較する場合は、12ヶ月のデータが全て揃う年度末5月処理以降に行ってください。

KDBシステムを活用する際の事前知識

分析データ 留意事項

特定健診データ

○ 特定健康診査の受診者の結果に限られる。市町村国保の特定健康診査実施率は33.7％（令和2年
度）であり、全体の6割超の未受診者は受診者よりも健康状態が悪い可能性があること。
○後期高齢者健診データは高齢者の保健事業や年齢で分断されることのない連続した健康管理を実現
することを目的に平成26年9月処理（平成26年8月審査）より随時提供。

医療（レセプト）

データ

○ レセプトはカルテではなく、医療機関で行われた診療行為等を診療報酬請求ルールに基づいて記載、
作成されたものであること。
○ レセプトに記載する傷病名については、原則として国が定める傷病名コードを用いることとされている
が、定められた傷病名コードにない名称（未コード化傷病名）が使われることがあること。
○ 紙による診療報酬等の請求情報は取り扱っていない。
○ 現金給付（償還払い等）は取り扱っていない。
○歯科レセプトは歯科に関する統計情報を提供することで、医療費の包括的な把握を支援することを目
的に、各個人の歯周病（歯肉炎・歯周病）に関する情報を医科等の情報と組み合わせて、健康づくりに役
立てることが可能であり、平成27年5月処理（平成27年4月審査）より提供。

介護データ
○現金給付（福祉用具購入等）は取り扱っていない。
○受給者台帳には、要介護認定等を受けている被保険者が登録されている。

※ KDB活用マニュアル（令和5年4月版）
1-33ページ抜粋

※ KDB活用マニュアル（令和5年4月版）
1-25ページ抜粋
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国保連合会の支援事例

• 宮城県国保連合会・・・P.10

• 山形県国保連合会・・・P.13

• 福島県国保連合会・・・P.15

• 埼玉県国保連合会・・・P.18
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10

（令和４年度）

・令和４年度に保険者に対して計画策定に係るｱﾝｹｰﾄを
実施したところ､「課題の明確化」「目的・目標設定」「事
業計画・評価計画立案」について不安感が高いという結果が
示され、個別的な支援が必要であることが分かった。

・令和５年１月～２月 保険者に対し支援の希望調査を実施し
たところ、市町村国保１０保険者から希望があった。

・令和５年３月～ 個別保健事業支援及び第２期データ
へルス最終評価及び第３期計画策定への継続支援の
ための保険者ヒアリングを開始した。

・支援の質の担保のため、公衆衛生看護の有識者（本県
支援・評価委員会委員）にｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして支援を依頼
した。

・第３期計画策定においては、都道府県の役割がより明確に
なっていることから、宮城県担当課に対し本会で実施する
支援内容を説明し、連携体制の構築、標準化に向けた
進捗管理等、保険者支援の方向性の共有を図った。

支援の経緯

個別保健事業検証会による支援について （宮城県国保連合会）

第２期データヘルス計画最終評価及び第３期計画策定に向け、保険者が国保個別保健事業について評価を行い、
効果的・効率的な事業展開に資するため、データ分析や事業評価・計画策定に係る支援を実施する。

目的
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○個別保健事業検証会の開催 （令和４年度スタート）
・ 検証会には当初１０保険者が参加、現在６保険者を継続支援中。（国保担当と保健事業担当部署が連携しながら検証）
・ より効果的な支援となるよう、オブザーバーから保険者が作成する様式内容に対してコメントを受けている。

○支援内容
・ 事業評価の際、策定に至った背景の整理が重要となるため、分析・解釈につなげる根拠となるデータベースを作成し､

得られた知見を活用して、宮城県版の個別保健事業計画・評価計画（様式１）を作成している。
・ 保険者がPDCAサイクルを回す実感を得られるよう、様式１からPDCAサイクルシートとアクションシートを作成。

（評価における改善策や具体的な評価方法を取得できるよう工夫）
・ 保険者が第三者に分かり易く説明できるようにするための支援を行っている。

○県との連携
・ 保険者の課題等について県国保医療課と情報を共有し、同じ方向性でそれぞれの立場から支援を行うことで、

より効果的なものとなるよう連携を図っている。

支援の概要

P

CA

D
事業企画から
目標評価指標
の設定まで

個別保健事業計画・評価計画（様式１）

次年度に向けた
改善策からアク
ションプランまで

PDCAｻｲｸﾙｼｰﾄ・ｱｸｼｮﾝｼｰﾄ
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（課題）
・ 今回の個別保健事業検証会を踏まえ、データ分析及び解釈の力量形成が課題であると明確となった。

（現状）
・ 県内３８保険者のうち、検証会に参加１０保険者、保健事業支援・評価委員会の活用７保険者

（データへルス研修会の開催）
・ 支援・評価委員会や個別保健事業検証会を活用していない保険者への支援として
「データヘルス研修会」を開催し、１８保険者が参加。

・ 参加保険者の声として、データ分析に取り組む前向きな声が多く聞かれた。

・ 「データヘルス研修会」の取組みについては、県国保医療課や支援・評価
委員会とも共有し、効果的な保険者支援に役立てるようにしている。

課題と対応等

今まで気づかなかっ
た部分に気づけて

良かった。

根拠となる部分を
しっかり見ていきたい。

データを見て将来を予測
しどう保健事業を進める
かを考えることができた。

支援につながって
いない保険者を
どうするか

参加保険者の声
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・令和２年度より県と東京大学が契約し、「標準化ツール」等を活用した市町村支援に協働し、保険者のデータヘルス計画や保健事業の支援を実施。
・これまでの支援を通し見えてきた課題として、評価指標が同じ分野の項目でも抽出条件が多様なため判断や評価が難しい、現状分析や課題抽出に
係るKDBシステム等でのデータ作成は保険者にとって負担になっていること等があった。

支援の背景

第３期データヘルス計画策定等に関する保険者支援について（山形県国保連合会）

・コロナ禍で一旦休止していたKDBシステムの個別訪問支援を再開し、操作説明と併せて保健事業の課題共有を実施。
・今年度の保健事業支援・評価委員会の計画に関する支援は、県内22保険者へ個別またはグループ支援を実施。
・県の共通指標を中心としたデータセットを作成・提供し、研修会も開催。

１回目・・８月18日 共通指標とデータセット、その活用事例について
２回目・・10月25日 計画策定に関する情報交換会、保健事業支援・評価委員会委員及び保健所からの助言

【スケジュール】

支援の概要

・保険者が各種データを利活用することで、保健事業の推移を経年的に把握し効果的な事業運営・評価が実施できるよう支援する。

目的
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第３期データヘルス計画策定等に関する保険者支援について（山形県国保連合会）

データセットは、県の共通指標を中心に、計画策定に利活用できる項目について作成。

集計項目の一覧表である保険者選択・項目一覧シートと、具体的な集計結果を掲載している
集計シートの２種類のシートで構成。

併せて中央会集計ツールで作成した「集計結果」Ｅｘｃｅｌファイルも各保険者に提供。

○県の共通指標
計画策定の手引きで示された指標等も参考に設定。

・平均自立期間
・生活習慣の状況

食事、運動、睡眠、飲酒、喫煙、口腔機能
・疾病リスク

血圧・血糖有所見者、受診勧奨者、受診中断者
・有病者の状況

生活習慣病の状況（厚生労働省様式３）
・重症化予防

受診勧奨実施割合
・特定健診・特定保健指導

実施率、特定保健指導対象者減少率 等

共通指標 データセット

今後の課題・支援の方向性

保険者によってはマンパワーや異動等によるスキル面の課
題もあり、今後も各種データの利活用及び分析について継続
した支援が必要。

➡データセットの他、各種事業参考データの提供や、保健事業
支援・評価委員会と連携し専門的な知見からの支援を実施し、
保険者の負担軽減と効果的な保健事業の取組みを伴走支援
していく。
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・令和5年度に評価と計画策定のため保険者負担の増大が懸念。
・保健事業支援・評価委員会からの指摘で、保険者の評価指標が多岐に富み、妥当性が低いものも見られており、計画の標準化に

向けた取組が必要。
・ツールやマニュアルを利用してもKDBデータの活用が困難な保険者が多く、よりニーズに沿った支援が必要。

支援の経緯

第３期データへルス計画策定支援にあたって （福島県国保連合会）

○支援内容
・健康課題抽出のための分析を県との市町村（2/3）から委託を受け、分析結果に基づく健康課題を抽出し計画（案）を作成。
・保健事業支援・評価委員会と県で連携し、保険者へ共通の評価指標を情報提供。

○支援方法
・令和４年度から、検討を開始し国が示したデータヘルス計画策定の手引きを基に素案を作成。それを基に有識者・市町村担当者

等で構成されるワーキンググループより助言。助言内容を反映したデータヘルス計画分析フォーマットにＫＤＢシステムから
抽出したデータを投入し作成。作成したデータを読取し健康課題の明確化と、解決のための健康課題の優先順位までを記載。

支援の概要

・第３期データヘルス計画策定の保険者負担を減らし、標準化の促進に寄与することを目的に支援を実施。
・県内の健康課題を分析することにより、連合会の実施する保健事業がエビデンスに基づいた支援として、今後展開できることを

めざす。

目的
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・手引きの記載事項に基づき、保険者に応じ
た掲載内容をワーキンググループ等の
助言を受けた上で検討し提供する。

・最終的な保険者のデータヘルス計画は、
各保険者で加筆修正等のうえ､十分な検討
を行った上で完成となる。

・連合会としてすべてを作成し､提供する支援
ではないことに留意。

支援の方向性

第３期データヘルス計画策定等に関する保険者支援について（福島県国保連合会）

支援メニュー① 支援メニュー② 支援メニュー③

委託者
（数）

福島県 市町村・国保組合（32保険者） 市町村・国保組合（12保険者）

支援範囲
（※）

１ データ集計
１ データ集計
２ 健康課題抽出等の分析
３ 分析フォーマット提供

１ データ集計
２ 健康課題抽出等の分析
３ 分析フォーマット提供
４ 相談支援

納品物
（※）

データ集計した図・表
（分析フォーマット）

分析フォーマットに
図・表及び読み取った分析内容

を記載

分析フォーマットに
図・表及び読み取った分析内容

を記載
（相談支援項目の転記、差し込み）

納品時期 令和５年11月末 令和５年12月末 令和６年2月末

納品形式 エクセル形式 エクセル形式 エクセル形式

支援メニュー

連携体制図

国
保
連
合
会

福島県

支援評価委員会

データヘルス計画策定
支援ＷＧ

分析アドバイザー

連
携



第３期データへルス計画（案）策定支援内容

No 年月 作業者 内容

1 令和５年７月 国保連 確定した分析フォーマットに、KDBから抽出したデータを投入

2 令和５年８月 国保連
メニュー③保険者へ、第２期国保データヘルス計画の評価について本会で相談
支援※Zoomで実施

3 令和５年９月 国保連→市町村
市町村・国保組合（受託保険者）向けに確定した分析フォーマットの説明会を

実施

4 令和５年９月 国保連 分析フォーマットに投入したデータチェック

5 令和５年９月～10月 国保連 №４チェック終了の保険者より、データの読み取り開始（五月雨式）

6
令和５年10月下旬
～11月下旬

国保連→市町村
読み取り終了後、第３期国保データヘルス計画（案）を保険者に説明報告
※個別にzoomで報告

7 令和５年11月下旬 国保連→県 メニュー①県へ納品

8
令和５年１２月上旬～
中旬

国保連→市町村
メニュー③保険者へ個別保健事業実施計画
について、本会で相談支援 ※zoomで実施

9 令和５年１２月下旬 国保連→市町村 メニュー②保険者へ納品

10 令和６年１月～２月 国保連合会 保健事業支援評価委員会へかける

11 令和６年２月上旬 国保連→市町村

メニュー③保険者へ、保健事業支援・
評価委員会の助言を受けて本会で相談支援
※zoomで支援

12 令和６年２月下旬 国保連→市町村 メニュー③保険者へ納品

作成スケジュール

・ 保険者負担を軽減するため、
連合会においてデータ集計・分析
等を中心に作業したフォーマットを
保険者に提供。

・ 提供（案）を保険者の策定作業に
活用。

・ 支援評価委員会の助言、相談支援
を実施。

連合会作業

保険者作業

17



18

令和４年度から県と連携し､第２期データへルス計画の最終評価及び第３期計画策定に向けて、保険者支援計画を
定め、様々な支援を行っている。

支援の経緯

第３期データヘルス計画(DHP)策定支援 ～県と連携し標準化を推進～（埼玉県国保連合会）

○令和４年度
・研修会を２回開催。うち１回は県、保健所と共催。
・最終評価や計画策定に向け実施すべき事等、保健事業支援・評価委員会委員からの講義、助言のもと保険者間の

情報交換を行った。
○令和５年度 （※詳細は次頁）

・県と協議の上、国から示された都道府県レベルでの標準化に向け、共通評価指標を設定し、ひな型を保険者に提供。
・県主催の保険者向け研修会において、指標やひな型についての説明を行い、理解を深めた。
・保健事業支援・評価委員会委員から計画策定の年に実施することに関する講義を行った。また、計画策定の進捗・課題等

について、近隣の保険者間で情報・意見交換を行い、保健事業支援・評価委員会委員から助言を行った。

支援の概要

第２期データヘルス計画（ＤＨＰ）の最終評価及び第３期計画策定が各保険者において円滑に進められるように、
国保連合会の保険者支援計画に基づき、計画的な支援を実施する。

目的

各保険者が作成した計画の案について、保健事業支援・評価委員会委員から直接助言を行う。

今後の予定



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

スケジュール

⑤保険者への個別支援

①全体研修会
②ひな型・指標ツール提供

③拠点保健所別研修会

④データヘルス計画案への助言

保険者
実施事項

前年度までの個別保健事業
の評価・計画案の整理

ひな型への転記 ＤＨＰ案の作成

★全体研修会受講 ★拠点保健所別研修会受講

★委員から助言

ＤＨＰ案の見直し

※ 運営協議会への諮問
やパブリックコメントを
考慮し､11月中の策定
にも対応。

①全体研修会・・・ＤＨＰ次期計画策定の年に実施することについて講義(動画配信)
②保健事業支援・評価委員会・・・個別保健事業及びＤＨＰ策定に向けた助言(参集)
③ひな型・指標ツール提供・・・保険者の策定作業効率化を目的としたデータ(ワード、エクセル)提供
④拠点保健所研修会・・・ＤＨＰ策定作業の進捗、個別保健事業等の記載方法等について情報交換(参集)
⑤データヘルス計画案への助言・・・保健事業支援・評価委員から各保険者が策定した計画案への個別助言(参集)

実施内容 実施内容(詳細) 実施時期 実施形態

①全体研修会 第3期ＤＨＰ策定の年に実施することに関する講義を行う。 6/7～ 動画配信

②ひな型・指標ツール提供 保険者の策定作業効率化を目的としたひな型(ワード)指標ツール
(エクセル)の提供を行う。

8/4 データ提供

③拠点保健所研修会 ＤＨＰ策定作業の進捗、個別保健事業等の記載方法等について
情報交換を行う。

狭山保健所圏域 9/7
南部保健所圏域 9/12
熊谷保健所圏域 9/13
春日部保健所圏域 9/14

参集

④データヘルス計画案への助言 各保険者が策定したDHP案への個別助言 11月上旬～12月中旬 オンライン予定

⑤保険者への個別支援 保 険者からの 要請に基づき、本会職員が個別 に策定に関する支援を行う。 6月～ 訪問・オンライン

令和５年度保険者支援の進捗状況

47保険者
参加

56保険者
参加

13保険者
伴走中

全保険者
に提供

県内
69保険者
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地域の全体像の把握集計ツール
１.人口・被保険者構成

２.寿命 死因

３.医療（一月当たり）

４.疾病別1人当たり医療費

（一年当たり）

５.（特定）健康診査

６.生活習慣病に係る服薬状況

７.質問票（健診・国保 ）

８.質問票（健診・後期）

９.介護保険

20

埼玉県指標の数値の抽出方法 策定に役立つツール・ひな型の提供保険者向け
説明会資料より

ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ計画に関する
支援連絡票

・どう計画策定を進めていけばいいか

・現計画の評価がこれでいいのか

・個別の保健事業計画の指標が不安

等・・・

個別支援によるフォロー

ＫＤＢを用いた独自
ツール等を活用し、
指標の抽出を支援

保険者の求めに
応じた伴走型
支援を実施

2. 計画策定に役立つツール①

１～９の項目について、
保険者の経年比較や保険
者間の比較、保健所圏域
毎の比較ができる

国の手引き（データヘルス計画策定の
ための共通の様式例）では個別の保健
事業を5～10事業で想定

地域包括ケアに係る取組みについて、
連合会作成ひな型では個別の保健事業
として組み入れている

特定健康診査等実施計画に該当する箇
所を〇し、章立てている。そこだけ抜
粋して別々に計画策定も可

3. データへルス計画第３期ひな形①

2. 計画策定に役立つツール②

県と協議し作成した
ツール･ひな形等を提供。
身近な圏域保健所研修
等で策定の情報交換

注意
① KDBシステムでは、原則、健診データは翌年11月
処理まで、保健指導は翌々年5月処理まで数値が更新
される。(帳票により更新期間が異なる。また、更新
期限までは暫定値となるので留意)

② KDBシステムの数値は、法定報告値と一致しない
ことがあるため､後述の「計画策定に役立つツール②」
の利用を推奨

連合会作成ひな型の目次


